
「新連携計画」認定
～岡山における取組みを支援～

中国経済産業局と中国地方整備局は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法

律」（平成１７年４月施行）に基づき、中小企業者から申請のあった以下の異分野連携

新事業分野開拓計画（以下、「新連携計画」という）について、本日付で認定を行いま

した。

これにより、中国地域における認定件数は、４５件となりました。

（鳥取県８件、島根県４件、岡山県１５件、広島県１３件、山口県５件）

今回認定した新連携計画

連携参加者

（下線：コア企業）
事業名

﨑上
さきがみ

工業株式会社（岡山県岡山市南区）

両備商事株式会社（岡山県岡山市北区）

エコロプラス株式会社（広島県広島市安佐南区）

アクア・エコ研究所（島根県出雲市）

電解アルカリ水を用いた環境に優しい塗膜剥離

法（ｱﾙｶﾘｳｫｰﾀｰﾌﾞﾗｽﾄ工法）の事業化

【参考】

今後、認定を受けた中小企業者は、以下の支援措置を受けることができます。

○補助金「新連携支援事業（事業化・市場化支援事業）」（補助率３分の２）への応募

○政府系金融機関による低利融資

○信用保証枠の拡大 等

平成２２年９月３０日

参事官(中小企業新事業担当) 垣内
かきうち

智
とも

毅
き

TEL（０８２）２２４－５６５８

【問い合わせ先】

中国経済産業局参事官（中小企業新事業担当）

担当：垣内、森分

TEL：（０８２）２２４－５６５８（直通）

中国地方整備局建政部 計画・建設産業課

担当：加山、加藤

TEL：（０８２）２２１－９２３１（内線：６１５３）



○事業概要（新規性、市場性等）

・現在橋梁などの大型の塗膜剥離(ケレン）の工事は、砂を研磨剤として吹き付けるサンドブラスト工法
が主流であるが、粉塵、騒音や産業廃棄物の処理など環境への影響が指摘されている。

一方、サンドブラスト工法に代わるものとして、高圧の水を噴射するウォータージェット工法も採用さ
れているが、水による錆が発生するため、防錆のための２次処理が必要である。

・本事業の工法は、防錆効果の高い独自の電解アルカリ水生成技術とジェット噴射により、従来工法
の騒音・粉塵・産業廃棄物という課題を克服した環境に優しく、かつ、防錆処理を不要とするものであ
る。

・市場ターゲットは大手建設業者を始めとした建設業界、地方自治体など。

事業名： 電解アルカリ水を用いた環境に優しい塗膜剥離法（ｱﾙｶﾘｳｫｰﾀｰﾌﾞﾗｽﾄ工法）の事業化

地域 岡山県岡山市 認定日 平成２２年９月３０日 ６－２２－４５

事業分類 建設 テーマ分類 環境

コア企業：﨑上工業株式会社
（岡山県岡山市）
・アルカリウォーターブラスト工法

の開発・企画・販売

両備商事株式会社
（岡山県岡山市）
・アルカリウォーターブラスト工法
の販売・施工
拡販に向けた カリウ タ

販売促進事業の企画・統括

連携体の構成

岡山大学
産学官連携機構

営業戦略立案

技術指導

事業推進体制

岡山商工会議所

①補助金
②低利融資

支援予定メニュー

神戸ポートタワーでの試験施工 例

・電解水生成技術（特許）の商品化・

販売

・拡販に向けたアルカリウォーター
ブラスト協会の設立・運営

エコロプラス株式会社
（広島県広島市）
・電解水生成装置の設計・製造
・電解水生成装置の改良及びメンテ
ナンス

アクア・エコ研究所
（島根県出雲市）
・電解水生成技術の商品化の為

の技術指導

研究・技術指導￥設計・製造

電通eM1

営業戦略立案

百十四銀行

金融支援

電解水生成装置

支援機関



異分野連携新事業分野開拓計画（新連携事業）の概要異分野連携新事業分野開拓計画（新連携事業）の概要

複数の中小企業者が異なる事業分野で蓄積したノウハウ・技術等の経営資源を持ち寄り、これらを有効に組み合わせて、新商品

の開発や生産、新サービスの開発や提供等の新たな事業活動を行うための取り組みを支援する。

新連携事業イメージ図解

中小企業者が「異分野連携新事業分野開拓計画」を作成。

（国の地方支分部局が認定：管内では４５件の認定）

○中小企業信用保険法の特例

事業計画の作成・認定

支援措置

中小企業（コア企業）

中小企業（異分野）中小企業（異分野）

大学・研究機関等
ＮＰＯ・組合等

新事業活動

経営資源
経
営
資
源

経
営
資
源

経
営
資
源

経
営
資
源

(1)新商品の開発又は生産

規約等の存在
（法人格の有無は問わない）

○中小企業信用保険法の特例

○投資育成株式会社法に係る特例

○特許料減免措置

○中小企業者に対する低利融資制度（日本政策金融公庫） など

●補助金：新連携支援事業（２／３） など

（○は法律事項 ●は予算事項）

支援スキーム

(2)新役務（サービス）の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4)役務（サービス）の新たな提供の方式の
導入

新事業分野開拓
〔新たな需要が相当程度開拓されるもの〕

信頼関係

支援措置

中国地域活性化支援事務局等の管内支援機関

連携体の
構築

事業計画の
作成

経済産業局の
申請・認定

事業計画の
実施

新事業の
事業化

ブラッシュアップ支援 フォローアップ支援


